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日本学生支援機構 大学院修士段階における「授業料後払い制度」 

2024年度 大学院博士前期課程在学者（秋申込み）の申請について 

（対象： 2024年10月博士前期課程入学者） 【貸与型】 
 

１． 制度概要 

2024年度から始まった制度で、大学院博士前期課程の在籍者が、在学中は授業料を納付せ

ず、修了後の所得に応じて後払いできる制度です。別途「生活費奨学金」として月額２万円

又は４万円の貸与を受けることも可能です。 

詳細は下記の日本学生支援機構のURLより『貸与奨学金案内「授業料後払い制度」申込み

専用』を参照してください。 

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/moshikomi/zaigaku/tebiki/in.html 

 

２． 申請できる方 

今回、本制度に申請できるのは2024年度10月に博士前期課程に入学した方になります。 

    ※2024年4月に博士前期課程に入学した方で本制度の対象になる方からは4月に申請希望の 

申し出をいただいています。 

※2023年度以前に博士前期課程に入学した方は、授業料後払い制度の対象外です。 

   

３． 後払いとすることができる授業料の額 

年額 535,800 円を上限として大学が請求する授業料。 

※本制度と授業料免除は併用可能です。授業料免除を受ける場合は、免除後の金額が本制度

の対象となります。 

 

４． 申請手続きについて 

上記URLの奨学金案内を熟読の上、申込みされる場合は事前に（10月10日（木）までに）奨学係に 

相談してください。 

（１）提出書類の用意 

① 上記 URL より、「授業料後払い制度・第二種奨学金 確認書兼個人信用情報の取り扱いに

関する同意書（大学院）」及び「スカラネット入力下書き用紙（大学院修士課程相

当）」を印刷し、記入してください。記入にあたっては、記載されている指示をよく

読み、不備の無いようにしてください。 

② 申請者及び配偶者の「令和６年度（2024年度）課税証明書（令和５年（2023年）分）」

を取得してください。配偶者がいる場合は、配偶者が定職に従事しているかに否かを問わ

ず、全員提出が必要です。 

③ 申請者又は配偶者の状況により、別途書類が必要な場合があります。「貸与奨学金案内

「授業料後払い制度」申込み専用」 29 ページ目の必要書類を確認し、該当する方は必要

な書類を用意してください。 

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/moshikomi/zaigaku/tebiki/in.html
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(２)大学への申請書類の提出 

以下の申請書類を提出期限までに所属キャンパスの担当係に提出してください。 

  【提出書類】 

① 「授業料後払い制度・第二種奨学金 確認書兼個人信用情報の取り扱いに関する同意書（大学

院）」 

② 「スカラネット入力下書き用紙（大学院修士課程相当）」のコピー（本紙は手元に残してくださ

い。） 

③ 申請者及び配偶者の「令和６年度（2024 年度）課税証明書（令和５年（2023年）分）」 

④ (該当者のみ)「貸与奨学金案内「授業料後払い制度」申込み専用」 29 ページ目の必要書類 

⑤ （他大学出身者のみ）大学学部の学業成績証明書 

 

  【提出期限】２０２４年１０月２４日（木）（当日必着） 

 

  【担当係・提出窓口】 

   品川キャンパス：学生サービス課 奨学係 （〒108-8477 東京都港区港南4-5-7） 

越中島キャンパス：越中島地区事務室 学生支援係（〒135-8533 東京都江東区越中島2-1-6） 

郵送の提出の場合は、レターパック・書留等の配達状況が確認できる方法で、上記に郵送してく

ださい。封筒に、「JASSO 授業料後払い制度申請書類 在中」と朱書きしてください。 

 

 

（３） スカラネットによる奨学金申請（オンラインでの手続き） 

入力期限：２０２４年１０月２４日（木）（厳守） 

●スカラネット入力アドレス： http://www.sas.jasso.go.jp/  

※ユーザーID／パスワードについては、奨学係に事前に申込むことを相談した後に、所属キャンパ

スの担当係で「ユーザーID／パスワードが記載された書類」を受け取ってください。 

 

５． 本制度利用に伴う留意点について 

 本制度は第一種奨学金の枠組みで行われるため、通常の第一種奨学金との併用はできません。

（第二種奨学金との併用は可能です。） 

 保証制度は機関保証のみ選択可能です。返還時は保証料を上乗せした金額を返還することとなりま

す。 

 特に優れた業績による返還免除制度に申請することは可能です。 

 貸与終了後の返還は、卒業後の所得等に応じて返還月額が決まります。 

 

６． 本件についての問合せ先（申込み前の相談） 

東京海洋大学学務部学生サービス課奨学係 

メールアドレス：g-syou☆o.kaiyodai.ac.jp （※ ☆を＠に変換ください。） 

(お問い合わせのメールの件名に、「日本学生支援機構授業料後払い制度」についての問い合わせ

であることを必ず明記してください。) 

 

http://www.sas.jasso.go.jp/
mailto:%EF%BD%87-syou@o.kaiyodai.ac.jp
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